
（平成２１年５月２７日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 6 件

厚生年金関係 6 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 10 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 9 件

年金記録確認山口地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



山口厚生年金 事案 362 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により控除されていたこと

が認められることから、申立人のＡ株式会社Ｂ本社における資格取得日に係

る記録を昭和 34 年６月 11 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 7,000 円

とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年６月 11日から同年８月１日まで 

    私は、Ａ株式会社Ｃ出張所に勤務していた昭和 34 年６月に上司から転勤

を伝えられ、同月 10 日の朝、Ｂ本社へ出勤した。６月に支払われる給与は

Ｂ本社で受け取った記憶がある。同社については、35 年４月 20 日に退職

し、その後上京した際に在職期間を証明するものは処分したが、32 年４月

に新卒で採用され、退職まで引き続き勤務し、厚生年金保険にも加入して

いたはずなので２か月の未加入期間があるのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ株式会社Ｂ本社における同僚及び申立期間後に就任した同社の役員の証

言から、申立期間について、申立人が同社に継続して勤務し（昭和 34 年６月

11 日に同社Ｃ出張所から同社Ｂ本社へ異動）、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係る昭和 34 年８月の

社会保険事務所の記録から、7,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ

株式会社は既に倒産しており、当時の事業主も亡くなっていることから関連

資料及び証言は得られず、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無

いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業



所が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこと

から、行ったとは認められない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



山口厚生年金 事案 363 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 45 年１月 21 日から同年４月１日までの

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立人のＡ株式会社における資格取得日に係る記録を同

年１月 21 日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を９万 2,000 円とすることが

必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 44年 12月 31日から 45年４月１日まで 

    私は、昭和 44 年 12 月 31 日までＢ株式会社に在籍し、45 年１月の管理

者会議にて新しく設立したＡ株式会社にＣ氏等と出向を命じられ、Ｄ営業

所に赴任し、当該営業所に 48年５月ごろまで在籍した。 

申立期間の厚生年金保険被保険者としての加入記録が無いのは間違いで

ある。早く調査して記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ株式会社が保管する社員名簿から、同社における申立人の入社年月日が

昭和 45年１月 21日であることが確認できる。 

また、申立人のＡ株式会社における雇用保険の加入記録から、申立人は昭

和 45 年１月 21 日に同社において雇用保険の被保険者資格を取得しているこ

とが確認できる。 

さらに、複数の同僚は申立人が申立期間当時Ａ株式会社に勤務していたと

証言している上、申立期間当時にＡ株式会社の経理部長であったＥ氏は「昭

和 45 年１月から同年３月までの期間について、申立人の給与から厚生年金保

険料が控除されていたのは間違いないはずである。」と証言している。 

これらを総合的に判断すると、昭和 45 年１月 21 日から同年４月１日まで

の期間において、申立人がＡ株式会社に勤務し、厚生年金保険料を事業主に



より給与から控除されていたことが認められる。 

一方、昭和 44年 12 月 31日から 45年１月 21日までの期間については、前

任地のＢ株式会社及び新任地のＡ株式会社は、共に、給与締日が毎月 15 日、

給与支払日が毎月 25 日であり、厚生年金保険料控除方式については、Ｂ株式

会社は翌月控除方式で、Ａ株式会社は当月控除方式であったことからＢ株式

会社における 44 年 12 月 25 日支払いの給与からは 11 月分が控除され、Ａ株

式会社の 45 年１月 25 日支払いの給与からは１月分が控除されており、12 月

分の保険料は給与から控除されていないものと推認されることから、当該期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認め

ることはできない。 

また、昭和 45 年１月 21 日から同年４月１日までの期間の標準報酬月額に

ついては、Ａ株式会社における同年４月１日の資格取得時が９万 2,000 円で

あることから、９万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、保険料を納付したか否かについては不明としており、このほかに確

認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざる

を得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

所が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこと

から、行ったとは認められない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



山口厚生年金 事案 364 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 44 年 11 月１日から 45 年４月１日までの

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立人のＡ株式会社における資格取得日に係る記録を 44

年 11 月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を８万円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 44年 10月 31日から 45年４月１日まで 

    私は、昭和 35 年８月にＢ株式会社へ入社し、平成 13 年６月１日にＣ株

式会社を退職した。 

Ｂ株式会社において、昭和 44 年８月付け辞令により、Ａ株式会社を創設

するために同社へ出向を命じられ、身分上は同年９月 14 日まではＢ株式会

社と兼務であった。 

私と同時にＡ株式会社へ出向したＤ氏、Ｅ氏及びＦ氏の３人の厚生年金

保険被保険者資格取得日は昭和 44年 11月１日であるが、私だけが 45年４

月１日となっている。 

社員名簿の写しを添付するので、早急に調査し、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ株式会社が保管する社員名簿から、同社における申立人の入社年月日は

昭和 44 年９月 15 日であることが確認できる上、申立人の同社における雇用

保険の加入記録から、申立人は昭和 44 年 10 月１日に同社において雇用保険

の被保険者資格を取得していることが確認できる。 

また、複数の同僚の証言及び申立期間当時にＡ株式会社の経理部長であっ

たＧ氏の「申立人は自分たちと一緒にＢ株式会社から異動した人で、申立期

間当時に申立人がＡ株式会社に在籍していたのは間違いない。」との証言か



ら、異動した申立人及び同僚は昭和 44 年 10 月ごろから、Ａ株式会社におい

て勤務していたことが推認できる。 

さらに、Ｂ株式会社からＡ株式会社に異動した同僚は、すべて昭和 44 年

11 月１日にＡ株式会社において厚生年金保険被保険者の資格を取得している

ことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、昭和 44年 11 月１日から 45年４月１日まで

の期間において、申立人がＡ株式会社において勤務し、厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

一方、昭和 44 年 10 月 31 日から同年 11 月１日までの期間については、前

任地のＢ株式会社及び新任地のＡ株式会社は、共に、給与締日が毎月 15 日、

給与支払日が毎月 25 日であり、厚生年金保険料控除方式については、Ｂ株式

会社は翌月控除方式で、Ａ株式会社は当月控除方式であったことからＢ株式

会社における 44年 10 月 25日支払いの給与からは９月分が控除され、Ａ株式

会社の 45 年 11 月 25 日支払いの給与からは 11 月分が控除されており、10 月

分の保険料は給与から控除されていないものと推認されることから、当該期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認め

ることはできない。 

また、昭和 44年 11月１日から 45年４月１日までの期間の標準報酬月額に

ついては、Ａ株式会社における 45 年４月１日の資格取得時が８万円であるこ

とから、８万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、保険料を納付したか否かについては不明としており、このほかに確

認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざる

を得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

所が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこと

から行ったとは認められない。 

 



山口厚生年金 事案 366 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 43 年 12 月１日から 47 年３月 29 日まで

の期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ株式会社における資格取得日に係る記録を

昭和 43 年 12 月１日に、資格喪失日に係る記録を 47 年３月 29 日に訂正し、

当該期間の標準報酬月額を、43 年 12 月から 45 年６月までを３万円、45 年７

月から 46 年６月までを３万 6,000 円、46 年７月から 47 年２月までを４万

5,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間  ： ① 昭和 43年５月１日から同年 11月１日まで 

          ② 昭和 43年 12月１日から 47年３月 29日まで 

    昭和 43 年５月から同年 10 月までＢ株式会社、同年 12 月から 47 年３月

までＡ株式会社に、いずれの会社でも正社員として勤務しており、給与の

明細に厚生年金保険料額が記載されていたのを記憶している。 

両社での厚生年金保険の加入記録を認めてほしい。 

 

    第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、厚生年金保険被保険者記録を有する複数の同僚の

証言及び申立内容から、申立人は申立期間において同社に勤務していたこと

が認められる。 

また、厚生年金保険の適用について、申立期間当時の人事部門担当者は、

「パートタイム勤務を希望する者を除いて、厚生年金保険は入社したら全員

に適用しており、試用期間も設けていなかった。保険は入ればすぐに入れて

いたので、被保険者期間の短い人も多く、適用事務も大変だった。」と証言

しており、申立期間中の同社の新規資格取得被保険者 630 人のうち被保険者

資格記録が１か月未満の者が 147 人（23.3％）いることから、証言どおりの



厚生年金保険の適用が行われていたことがうかがえる。 

さらに、当該人事部門担当者によれば、「申立人の勤務内容や勤務時間で

あれば正社員として、厚生年金保険の適用をしていた者であり、厚生年金保

険料も控除していた。」旨の供述をしている。 

これらを総合的に判断すると、申立期間②において、申立人がＡ株式会社

において勤務し、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 

また、当該期間における標準報酬月額については、申立人と資格取得の時

期が近接した同僚の記録等を勘案し、昭和 43年 12月から 45年６月までを３

万円、45年７月から 46年６月までを３万 6,000円、46年７月から 47年２月

までを４万 5,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ

株式会社は平成 20 年７月 11 日に登記簿が閉鎖されており、事業主からの回

答を得ることはできなかったが、同社の申立期間の被保険者名簿の整理番号

に欠番が見られないことから、申立人に係る社会保険事務所の記録が失われ

たとは考えられない上、資格の取得及び喪失のいずれの機会においても社会

保険事務所が申立人に係る記録の処理を誤ることは考え難いことから、事業

主から当該社会保険事務所へ資格の得喪等に係る届出は行われておらず、そ

の結果、社会保険事務所は、申立期間②に係る保険料について納入の告知を

行っておらず、事業主は、当該期間に係る保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

申立期間①については、事業主は、資格得喪の届出及び保険料納付の有無

について「申立期間当時の資料を保存していないため、不明」と回答してい

る上、申立人は同僚を覚えていないことから、社会保険庁オンライン記録に

より同僚調査を行ったものの、申立人の勤務状況や厚生年金保険料控除につ

ながる証言を得ることはできなかった。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が、厚生年金保険被保険者として申立期間①に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 



山口厚生年金 事案 367 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人の株式会社Ａ（現在は、株式会社

Ｂ）Ｃ支店における資格喪失日に係る記録を昭和 27 年 11 月１日に訂正し、

申立期間の標準報酬月額を 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 27年９月１日から同年 11月１日まで 

昭和 27年５月から 62年 10月まで、株式会社Ａに正社員として継続して

勤務しており、申立期間については、同社Ｄ支店に勤務していたことが確

かであるため、この期間を厚生年金保険の加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 株式会社Ｂが提出した「入行後経歴」、事業主及び同僚の証言により、申

立人が株式会社Ａに継続して勤務し（同社の厚生年金保険の適用事業所の分

離、統合に伴い、昭和 27 年 11 月１日に同社Ｃ支店から同社Ｄ支店の適用に

変更）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

  また、申立期間の標準報酬月額は、株式会社ＡのＣ支店における資格喪失

時の標準報酬月額が 8,000 円であることから、8,000 円とすることが妥当で

ある。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺

事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこと

から、行ったとは認められない。 

 



山口厚生年金 事案 368 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立期間①に係る申立人のＡ株式会社Ｂ支

社の資格取得日の記録を昭和 26 年 10 月 20 日に訂正し、当該期間の標準報酬

月額を 8,000円とすることが必要である。 

また、申立期間②に係るＡ株式会社Ｃ課の資格喪失日の記録を昭和 48 年６

月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 13 万 4,000 円とすることが必要

である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正４年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 26年 10月 20日から同年 11月 20日まで 

          ② 昭和 48年５月 30日から同年６月１日まで        

私は、昭和 23年にＡ株式会社に就職して以来、48年にＤ株式会社（現

在は、Ｅ株式会社）に異動するまで、主として経理畑で一日も休むことな

く勤務していた。 

申立期間①については、昭和 26年 10月 20日にＡ株式会社Ｆ課からＢ

支社への転勤であり、１か月も空くことは無い。 

申立期間②については、Ａ株式会社から関連会社のＤ株式会社への異動

であり、この期間も空いた期間無く勤務している。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者であった期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、事業所の回答及び雇用保険の加入記録により、申

立人がＡ株式会社に継続して勤務し（昭和 26年 10月 20日に同社Ｇ本社から

同社Ｂ支社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。 



また、当該期間の標準報酬月額については、社会保険事務所が保管する健

康保険厚生年金保険被保険者名簿における申立人の昭和 26 年 11 月の標準報

酬月額から、8,000円とすることが妥当である。 

申立期間②については、事業主から提出された「人事稟議書（異動）」

（写）から、申立人は昭和 48 年５月 30 日付けで、Ａ株式会社からＤ株式会

社に出向していることが認められる。 

また、出向時の厚生年金保険の適用については、昭和 63 年にＡ株式会社か

らＤ株式会社に出向した者に係る同年４月 30 日付けの「出向協定書」（写）

などから、出向元のＡ株式会社で適用が行われていたことが確認できる。 

さらに、Ｅ株式会社の現在の労務担当者は「私も出向しているが、出向後

もＡ株式会社の資格となっている。」と供述している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたものと認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、社会保険庁のオンライン記録

における昭和 47 年 11 月の標準報酬月額から、13 万 4,000 円とすることが妥

当である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間①及び②の期間の保険料を納付する

義務を履行したか否かについては、事業主は不明としており、このほかに確

認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざる

を得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日及び喪失日に係る届出を社会保険

事務所に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情

が内ことから、行ったとは認められない。 

 

 



山口国民年金 事案 459 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 55 年９月から 56 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 16 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間  ： 昭和 55 年９月から 56 年３月まで 

 私は、時期については定かでないが、自分で国民年金の加入手続を

したと記憶している。 

当時、町内会の方が国民年金保険料及び国民健康保険料を集金して

おり、毎月、妻が夫婦二人分の国民年金保険料を納付していたはずで

ある。 

申立期間について、妻に係る国民年金保険料の納付記録はあるにも

かかわらず、私だけ納付記録が無いということは絶対にありえないの

で納付を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間における国民年金の加入手続について、自ら行った

と申し立てているが加入手続の時期、場所等の具体的な状況に関する記憶

は曖昧
あいまい

である上、申立人及びその妻が申立期間の国民年金保険料を納付し

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、国民年金保険料

を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人が所持している年金手帳の記録によると、昭和 55 年５月

14 日に国民年金被保険者資格を喪失した後、次に資格取得が確認できる

57 年８月 30 日までの期間は国民年金の未加入期間であり、国民年金保険

料を納付できない期間である上、ほかに国民年金手帳記号番号が払い出さ

れた事情も見当たらない。 

さらに、申立人の妻が所持している国民年金手帳の記録によると、申立

人の妻は昭和 55 年４月１日から平成 10 年 12 月１日までの期間は強制加

入被保険者として記録されており、任意加入被保険者であった期間の記録



が記載されていないことから、国民年金の資格取得及び喪失に係る手続が

その都度、適正に行われていなかったことがうかがえる。 

加えて、Ａ市が保管している国民年金保険料明細表によると、昭和 58

年度に係る国民年金保険料については、申立人及びその妻の夫婦で検認年

月日が一致しているが、昭和 55 年４月及び 57 年８月から 58 年３月まで

の期間の国民年金保険料に係る申立人及びその妻の検認年月日は一致して

いない上、申立人の妻が、申立期間において二人分の国民年金保険料を納

付していたと主張している集金人のＢ氏は、「申立人の妻に係る国民年金

保険料の納付については記憶している。申立人に係る国民年金保険料の納

付については記憶していない。」と証言していることから、夫婦一緒に納

付していたとの申立ては認め難い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



山口厚生年金 事案 359 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 25年１月から 27年７月まで 

② 昭和 28年４月から 32年８月まで    

   私は、株式会社Ａには、同社において工場長であった義兄の紹介で入社

し、４年半ぐらい勤務した。 

   同期間勤務したにも係わらず、同社での厚生年金保険被保険者期間は、

昭和 27 年８月１日から 28 年４月１日までのわずか８か月間の記録のみで

あり、納得がいかないので調査をお願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、株式会社Ａにおいて、昭和 27 年８月１日から 28 年４月１日ま

でのわずか８か月間の厚生年金保険の加入記録しかないが、25 年１月から 32

年８月までの期間に４年半ぐらいは勤務していたと主張している。 

しかし、申立期間②の期間にＢ市にあったとするＣに勤務していたなど新

たな勤務先等が判明し、申立人の株式会社Ａにおける勤務に関する記憶は定

かではない上、元同僚等からも勤務期間を特定する供述を得ることができな

い。 

 また、株式会社Ａは既に事業を廃止し、当時の事業主及び工場長も亡くな

っていることから、申立人の同社における勤務実態及び厚生年金保険等の取

扱いについて聴取することができず、関連資料及び周辺事情を見出すことも

できない。 

 さらに、社会保険事務所の保管する株式会社Ａに係る厚生年金保険被保険

者名簿に、返納時期は不明であるものの健康保険証を返納した旨が確認でき

るとともに、申立期間において健康保険の整理番号は連番で欠番が見られず、

返納後も申立人の氏名は確認できないことから、申立期間に申立人の記録が



欠落したものとは考え難い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



山口厚生年金 事案 360 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間において、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 34年６月 30日から 35年４月 30日まで 

 Ａ株式会社に入社し、機械工として勤務していた。二交替制勤務があっ

たことや年末年始の休暇中にＢ株式会社で勤務した記憶もある。社員数は

50 人から 60 人で機械工場、鋳物工場、木型工場があった。勤務していた

ことは間違いないので、申立期間について厚生年金保険の被保険者であっ

たことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人がＡ株式会社に勤務していたことは、機械の配置を明確に記憶して

いること及び元同僚の証言から推測できる。 

しかし、勤務期間に関する申立人の記憶は曖昧
あいまい

である上、ほとんどの同僚

が申立人を覚えていないことから勤務期間が短期間であったことがうかがえ

る上、複数の同僚は試用期間が３か月又は６か月あったと証言していること

から、同社は従業員の入社後、期間の差はあるものの、一定期間経過後に厚

生年金保険に加入させていたことが推認できる。 

また、同社は平成 13 年９月に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、

事業主も既に亡くなっていることから申立てに係わる事実が確認できる関連

資料及び証言を得ることができない。 

さらに、社会保険事務所が保管する同社の健康保険厚生年金保険被保険者

名簿を確認したが、申立人の名前は無く、健康保険の整理番号に欠番も見ら

れないことから、申立人の記録が欠落したとは考え難い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



山口厚生年金 事案 361 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年ごろから 36年末ごろまで 

    私は、昭和 32 年ごろから 36 年末ごろまで、Ａ市にある株式会社Ｂに従

業員として雇用されていた。Ｃ市のＤやＥ市にあるＦの独身寮などの建設

現場で、同社の現場責任者の指示を受けて型枠工事などを行っていた。 

株式会社Ｂの従業員だと思っていたので、厚生年金保険の被保険者期間

としての記録が無いことは納得できない。勤務していたことは間違い無い

ので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に株式会社Ｂが、Ｃ市のＤやＥ市のＦの独身寮の建築

工事を株式会社Ｇから請け負った時に、孫請けの建築大工の一人として従事

していたことは、同社に昭和 23 年に入社し 39 年９月に同社の取締役に就任

した元役員や元従業員の証言から推認することができるものの、同社の元役

員は、「申立人は当社が株式会社Ｇから請け負った建築工事を、さらに個人

の建築大工に下請けに出した時の一人と思われ、直接当社と雇用関係にあっ

たわけでは無く、当社の社員として厚生年金保険に加入させるようなことは

無かった。」と述べている。 

   また、申立人は当時の上司や同僚の氏名を覚えていない上、工事について

申立人に直接指示した現場責任者は既に亡くなっており、申立期間当時に厚

生年金保険の被保険者資格を取得していた複数の従業員は申立人を覚えてお

らず、申立人の勤務状況及び勤務期間の始期及び終期を確認することはでき

ない。 

さらに、申立期間内の昭和 35 年 10 月には、申立人自身が国民年金の加入

手続を行っているほか、社会保険事務所が保管する株式会社Ｂの健康保険厚



生年金保険被保険者名簿に申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番

も無いことから、申立人の記録が欠落したとは考え難い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



山口厚生年金 事案 365 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 39年８月 20日から 40年１月４日まで 

    社会保険事務所の記録によると、私のＡ商店（現在は、株式会社Ｂ）に

おける厚生年金保険の加入期間は、昭和 40 年１月４日から 53 年７月１日

までとなっている。同社には 39 年８月 20 日に入社し、正社員として経理

事務を担当していた。厚生年金保険料を控除されていたことを証明する書

類等は無いが、当時の経理担当者であるＣ氏に厚生年金保険料控除の事実

を確認し、記録の訂正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及び株式会社Ｂの保管する関係資料から、申立人は昭和 39

年８月 21日から 53年６月 30日まで、申立てに係る事業所に勤務していたも

のと推認できる。 

しかし、Ａ商店における当時の社会保険関係事務担当者から、「Ａ商店で

は、試用期間制度を設けており、試用期間中は社会保険に加入させていなか

った時期があった。」との証言が得られたこと及び同社において、申立期間

前後に厚生年金保険被保険者資格を取得している 10 人について入社年月日を

確認したところ、９人が申立人と同様に入社して一定期間経過後に厚生年金

保険の被保険者となっていることから、申立期間当時同社においては試用期

間があり、当該期間は厚生年金保険に加入させていなかったことがうかがえ

る。 

また、申立人が所持するＡ商店における厚生年金保険被保険者証の「はじ

めて資格を取得した日」欄には、昭和 40 年１月４日と記載されており、それ

以前に申立人が同社において厚生年金保険に加入し、事業主により、給与か

ら厚生年金保険料を控除されていた周辺事情は見当たらない。 



このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が、厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 



山口厚生年金 事案 369 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 20年４月１日から同年９月１日まで 

          ② 昭和 20年９月１日から 21年３月 25日まで 

    申立期間①については、Ａ町（現在は、Ｂ市）内の航空機工場で、また、

申立期間②については、同町内の従業員が数百人規模の漬物会社で厚生年

金保険に加入し、保険料を納付していたのに、加入記録が確認できなかっ

た旨の回答をもらったので、調査してほしい。    

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立期間①に係る航空機工場について、申立人は事業所の名称に関する記

憶も定かでなく、勤務した事業所を特定できない。 

  申立期間②に係る漬物会社について、申立人は事業所の名称に関する記憶

が無く、勤務した事業所を明確に特定できないが、申立期間当時、Ａ町内の

従業員が数百人規模の漬物会社としては、株式会社Ｃが相当するものと考え

られる。しかし、株式会社Ｃは、社会保険事務所の記録によると、昭和 27 年

２月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間は厚生年金保

険の適用事業所ではない。 

また、このほかに申立期間①及び②に係る事業所が所在していたとするＢ

市に照会するなど、調査をするとともに、Ａ町史等を手がかりとして、該当

する可能性のある事業所を調査したが、いずれも申立期間以後に創業してい

る事業所や申立期間当時は厚生年金保険の適用事業所ではなかった事業所で

あった。 

  さらに、申立期間②に係る事業所である株式会社Ｃに申立期間当時の資料

は保管されておらず、申立期間①及び②の期間において、申立人の事業所や

同僚等についての明確な記憶は無いため、何らの証言も得ることができず、



申立てに係る勤務実態や厚生年金保険料の控除に関する周辺事情を見出すこ

とができない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



山口厚生年金 事案 370 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 27年４月１日から 32年 12月 31日まで 

    昭和 27 年に中学校を卒業後、Ａ町（現在は、Ｂ市）のダム建設工事現場

であるＣ株式会社Ｄ出張所で働くようになった。 

私の直属の上司は、Ｃ株式会社の係長であり、その指示で働いていた。

Ｄ出張所には、昭和 29 年末あるいは 30 年初めまで勤務し、その後数か月

間失業保険を受給した後、同係長と共に次のダム建設工事現場であるＣ株

式会社Ｅ出張所に赴任した。 

    申立期間中、それぞれのダム建設工事現場で働いており、Ａ株式会社か

ら給料が出ていたことに間違いないので、この期間を厚生年金保険の加入

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間中にＣ株式会社Ｄ出張所及びＥ出張所に勤務していたこ

とは、同社の厚生年金保険の加入記録がある複数の同僚の供述から推認でき

る。 

しかし、Ｃ株式会社Ｄ出張所の同僚は「厚生年金保険の適用とされた者は

正社員のみであり、申立人は、臨時職員扱いであり、正社員ではなかっ

た。」と供述している上、当該同僚は、申立期間当時、Ｄ出張所では約 120

人が勤務していたとしているが、健康保険厚生年金保険被保険者名簿によれ

ば厚生年金保険被保険者数は 20 人であることから、同出張所ではすべての従

業員について厚生年金保険の加入手続を行っていなかったことがうかがえる。 

また、Ｃ株式会社Ｅ出張所の同僚は「申立人は正社員ではなかった。」と

供述している上、当該出張所の複数の同僚の供述によると、申立期間当時、

Ｅ出張所では少なくとも約 150 人が勤務していたことがうかがえるが、健康



保険厚生年金保険被保険者名簿によれば当時の被保険者数は 57 人であること

から、同出張所ではすべての従業員について厚生年金保険の加入手続を行っ

ていなかったことがうかがえる。 

さらに、Ｃ株式会社は平成８年３月１日に厚生年金保険の適用事業所では

なくなっており、当時の事業主の連絡先も不明であることから、事業主から

厚生年金保険料の控除等について確認することができない。 

加えて、社会保険事務所が保管する両出張所にかかる健康保険厚生年金保

険被保険者名簿には、申立人の氏名は無く、健康保険の記号番号は連番で欠

番は無いため、申立人の記録が欠落したとは考え難い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が、厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



山口厚生年金 事案 371 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成２年５月１日から３年１月１日まで 

    株式会社Ａは、個人企業の形態で事務員は置かず、社長夫人が家事の合

間に事務をしていたが、健康保険証は社会保険事務所で発行されていたと

思う。 

    株式会社Ａでは、建設現場の管理者で常勤であったため、厚生年金保険

には加入していたはずであり、厚生年金保険の記録を訂正してほしい。     

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間において株式会社Ａに勤務していたことを記憶してい

るとすれば事業主又は事業主の妻ぐらいであると供述している。 

しかしながら、株式会社Ａは、登記簿上、閉鎖されていないものの、事務

所所在地及びその周辺に会社は存在しておらず、事業主も既に他界している

上、事業主の妻には連絡をとることができず、供述を得ることができない。 

また、複数の同僚に対して、申立人の申立期間に係る勤務状況等について

調査を行ったものの、いずれの同僚も申立人を承知していないこと等から、

申立人の申立期間の勤務実態について確認することができない。 

さらに、申立人の雇用保険の被保険者記録は確認できない上、社会保険庁

のオンライン記録によれば、株式会社Ａに係る記録において申立人の名前は

無く、同社の健康保険整理番号に欠番も無いことから、申立人の記録が欠落

したとも考え難い。 

このほか、申立人が申立期間において、株式会社Ａに勤務していた事実を

確認できる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、 

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事  

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



山口厚生年金 事案 372 

 

第１ 委員会の結論 

  申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 27年６月１日から 28年７月４日まで 

② 昭和 29年６月 30日から同年 12月 31日まで 

母の紹介で、昭和 27 年６月にＡ株式会社Ｂ出張所に入社して、営業をし

ていた。Ｂ出張所はＣ市にあり、所長（故人）、同僚に私より２か月早く

入社したＤ氏（故人）、所長の妹と電話番の女性がいた。27 年秋に本社で

の２週間の研修に参加し、28 年４月には、会社から、Ｅ市を担当すること

になるので車の免許を取るよう指示され軽二輪の免許を取得した。同僚の

Ｄ氏とともに営業活動に従事した。私は、29 年末になんとなく退職した形

になったが、Ｄ氏はその後も勤務していた。 

厚生年金保険の記録が昭和 28年７月５日から 29年６月 30日までとなっ

ているが、その前後の勤務していた期間を厚生年金保険の被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の証言及び申立内容から、Ａ株式会社Ｂ出張所はＣ市において昭和 26

年から 35 年ごろまで事業活動を行っており、申立人が 27 年６月から同出張

所に営業職として勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、申立期間当時、Ａ株式会社の厚生年金保険の適用について

は本社一括適用が行われていたところ、申立てどおりの届出及び保険料納付

の有無について、同社は、「当時の状況を知る者がいないことや社会保険事

務所経由で提出した資格取得届、資格喪失届以外の資料は無いため、不明で

ある。」としている上、同社が保管する資格取得届及び喪失届の通知による

と、申立人の資格取得日及び喪失日は社会保険事務所の記録と一致している

ことが確認できる。 



また、申立期間当時、申立人と一緒にＡ株式会社Ｂ出張所において勤務し

ていた出張所長及び同じ営業職の同僚はいずれも既に亡くなっており詳細な

証言を得ることができない。 

さらに、申立人が会計担当と記憶していた同僚からは、「申立人は、Ｄさ

んより２か月ほど遅れて入社し、申立人が退職した後もＤさんは出張所にい

たと思う。厚生年金保険適用は本社で行っていたので分からない。」との証

言があり、申立期間当時の厚生年金保険の適用や保険料控除についての具体

的な証言を得ることができなかった。 

加えて、申立期間①については、入社時期に係る同僚の証言及び社会保険

庁のオンライン記録による所長及び同僚の厚生年金保険の資格取得時期から、

同社では、入社後すぐには厚生年金保険に加入させない取扱いを行っていた

ことが推認できる。 

また、申立期間②については、「申立人よりも長く勤務していた。」との

証言がある営業職の同僚の厚生年金保険の加入記録は、申立人と同じ昭和 29

年６月 30 日に資格喪失したものとなっており、勤務期間と厚生年金保険の

加入期間は、必ずしも一致していなかった状況がうかがえる。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



山口厚生年金 事案 373 

 

第１ 委員会の結論 

  申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に相当する厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 59年 10月１日から 60年４月１日まで 

 昭和 56 年４月、Ａ社Ｂ支社に入社、内勤の事務に従事し、申立期間当

時は新規契約の申込受付などを担当していた。標準報酬月額が低下したの

は入社後３年余り経過した時期で、懲罰なども無く、仕事もきちんとこな

していたし、給与も賞与も増えていた。当時の会社や社会情勢を考えても、

58 年８月１日に 18 万円だった標準報酬月額が、59 年 10 月１日に２万円

も下がって 16万円になったのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の標準報酬月額の算定基礎資料について、事業主から、「内勤社員

の記録管理はＣ本社で行っているが、賃金台帳（保存期間７年）、算定基礎

届（同２年）とも保存期間を経過しているため、当該標準報酬月額の低下に

ついての詳細は不明である。」との回答があった。   

また、当該標準報酬月額の低下は、当時の標準報酬等級の 23 等級（18 万

円）から 21 等級（16 万円）への２等級の低下となっているが、Ａ社は、

「申立人の勤務経歴に懲罰は無く、固定給の低下は考えられないこと及び当

該標準報酬月額が 10 月決定であることから、当該標準報酬月額の低下は通

常の定時決定によるものと考えられる。」と証言している。 

さらに、社会保険庁のオンライン記録により、申立人の健康保険整理番号

の前後各 50 人、計 100 人の標準報酬月額を確認したところ、100 人のうち

33 人に、対象年次は異なるものの、いずれも 10 月の定時決定による標準報

酬月額の低下が認められることからも、申立人の当該標準報酬月額だけが不

自然に低下したものとなっているとは考え難い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当た



らない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたとは認められず、申立人の厚生年金保

険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 


